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分権改革が地方政府間関係に与える影響　

分
権
改
革
が
地
方
政
府
間
関
係
に
与
え
る
影
響
　

─
─
都
道
府
県
か
ら
市
町
村
へ
の
権
限
移
譲
に
注
目
し
て
─
─

朴
　
　
　
　
　
相
　
　
俊

一　

は
じ
め
に

　

本
稿
で
は
、
二
〇
〇
〇
年
の
地
方
分
権
改
革
が
地
方
政
府
間
関
係
に
与
え
た
影
響
を
分
析
す
る
。
ま
ず
、
分
権
改
革
が
ど
の
よ
う
な

形
で
地
方
政
府
間
関
係
に
影
響
を
与
え
て
い
る
の
か
を
確
認
し
た
後
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
ア
ク
タ
ー
が
ど
の
よ
う
な
環
境
の
下
で

ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
。
特
に
権
限
移
譲
に
お
い
て
都
道
府
県
の
間
に
見
ら
れ
る
バ
リ
エ
ー
シ
ョ

ン
を
生
み
出
す
要
因
を
比
較
分
析
す
る
こ
と
が
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。

　

予
め
結
論
を
要
約
す
る
と
、
都
道
府
県
か
ら
市
町
村
へ
の
権
限
移
譲
を
規
定
す
る
重
要
な
要
因
と
し
て
政
治
的
要
因
が
析
出
さ
れ
る
。

具
体
的
に
は
、
首
長
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
や
年
齢
、
そ
し
て
党
派
性
が
権
限
移
譲
の
進
展
度
合
い
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。
ま
た
、

議
会
の
会
派
構
成
や
議
会
と
首
長
と
の
関
係
も
権
限
移
譲
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
説
明
す
る
要
因
と
見
ら
れ
る
。

　

本
稿
の
構
成
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
第
一
に
、
先
行
研
究
に
お
け
る
地
方
分
権
改
革
と
そ
の
イ
ン
パ
ク
ト
に
つ
い
て
の
議
論
を
検

討
し
た
上
で
、
本
研
究
の
特
徴
と
予
想
さ
れ
る
理
論
的
な
貢
献
に
つ
い
て
明
確
に
す
る
。
第
二
に
、
本
稿
の
分
析
対
象
に
つ
い
て
述
べ
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論　　　説

る
。
ま
ず
事
務
処
理
特
例
制
度
に
よ
る
権
限
移
譲
に
つ
い
て
説
明
し
た
後
、
権
限
移
譲
に
関
係
す
る
ア
ク
タ
ー
を
特
定
す
る
。
そ
し
て

現
在
各
都
道
府
県
で
は
ど
の
よ
う
に
権
限
移
譲
を
進
め
て
い
る
の
か
を
確
認
し
、
移
譲
実
績
の
デ
ー
タ
か
ら
地
域
間
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ

ン
を
検
討
す
る
。

　

第
三
に
、
な
ぜ
都
道
府
県
別
の
移
譲
状
況
に
差
異
が
存
在
す
る
の
か
を
理
論
的
に
考
察
し
、
何
が
権
限
移
譲
に
見
ら
れ
る
バ
リ
エ
ー

シ
ョ
ン
を
生
み
出
す
要
因
で
あ
る
か
を
特
定
す
る
。
そ
こ
で
、
仮
説
検
証
の
た
め
に
用
い
る
変
数
及
び
デ
ー
タ
、
そ
し
て
分
析
方
法
を

説
明
し
、
計
量
的
な
分
析
を
行
う
。
最
後
に
、
全
体
の
内
容
と
今
後
の
課
題
を
ま
と
め
な
が
ら
議
論
を
閉
じ
る
。

二　

先
行
研
究
の
検
討

 

（
1
）
分
権
改
革
は
な
ぜ
行
わ
れ
、
何
を
も
た
ら
す
の
か

　

O
ʼN

eill

（2005

）
は
各
政
党
が
選
挙
で
の
利
益
を
最
大
化
す
る
た
め
の
合
理
的
な
戦
略
の
一
つ
と
し
て
分
権
改
革
が
行
わ
れ
る
と
主

張
す
る
一
方
、Eaton

（2001, 2004

）
は
政
党
組
織
が
集
権
的
で
あ
る
か
ど
う
か
に
よ
っ
て
党
派
的
な
利
益
を
守
る
た
め
に
用
い
る

戦
略
と
な
る
の
が
分
権
改
革
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。N

akano

（2010

）
に
よ
れ
ば
、
分
権
改
革
は
政
権
党
に
対
す
る
野
党
側
の
戦
略

の
一
つ
と
し
て
利
用
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
、
特
に
日
本
の
よ
う
に
、
一
つ
の
政
党
が
長
期
間
政
権
を
握
っ
て
い
る
一
党
優
位
体
制
に
お

い
て
は
、
将
来
的
に
も
政
権
奪
還
の
目
処
が
立
た
な
い
野
党
が
、
中
央
政
権
か
ら
少
し
で
も
権
力
を
分
散
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て

分
権
改
革
を
行
お
う
と
す
る
。
こ
れ
ら
の
先
行
研
究
は
な
ぜ
分
権
改
革
が
行
わ
れ
る
の
か
に
つ
い
て
の
議
論
で
あ
る
点
で
共
通
し
て
い

る
。

　

一
方
、
分
権
改
革
が
も
た
ら
す
影
響
に
注
目
し
た
研
究
も
存
在
す
る
。
例
え
ば
、Falleti

（2010

）
は
分
権
改
革
を
政
治
的
分
権
と

財
政
的
分
権
、
そ
し
て
行
政
的
分
権
と
い
う
三
つ
の
分
権
改
革
に
細
分
化
し
た
上
で
中
央
政
府
と
地
方
政
府
間
の
権
力
関
係
に
も
た
ら
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分権改革が地方政府間関係に与える影響　

し
た
変
化
に
着
目
し
て
分
析
を
行
っ
て
い
る
。
ま
た
、
分
権
改
革
を
経
済
的
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
と
の
関
連
で
捉
え
な
が
ら
、
分
権
改
革

が
地
方
政
府
の
質
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
る
と
指
摘
す
る
研
究
も
見
ら
れ
る
（T

reism
an 1999, 2000, 2002

）。
日
本
に
お
い
て

も
近
年
地
方
自
治
体
を
対
象
に
し
た
様
々
な
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
（
大
森 

二
〇
〇
三
、
小
林･

中
谷･

金 

二
〇
〇
八
、
田
辺 

二
〇
〇

二
、
村
松･
稲
継 

二
〇
〇
三
、
日
本
都
市
セ
ン
タ
ー 

二
〇
〇
八
）
が
行
わ
れ
る
中
で
、
こ
う
し
た
調
査
を
も
と
に
分
権
改
革
が
も
た

ら
し
た
イ
ン
パ
ク
ト
を
分
析
し
た
研
究
も
見
ら
れ
る
（
北
村 

二
〇
一
〇
）。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
調
査
・
研
究
は
地
方
政
府
の
ア
ク

タ
ー
た
ち
の
認
識
の
変
化
を
分
析
対
象
と
し
た
も
の
が
多
い
の
に
対
し
て
、
地
方
行
政
に
関
連
す
る
事
務
権
限
の
変
化
を
デ
ー
タ
に
基

づ
い
て
分
析
し
た
も
の
は
あ
ま
り
見
当
た
ら
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。

 

（
2
）
二
〇
〇
〇
年
分
権
改
革
と
都
道
府
県
・
市
町
村
関
係

　

二
〇
〇
〇
年
の
地
方
分
権
改
革
に
着
目
し
た
先
行
研
究
は
二
つ
に
大
別
さ
れ
る
。
一
つ
は
、
五
次
に
わ
た
る
地
方
分
権
推
進
委
員
会

の
報
告
を
経
て
地
方
分
権
一
括
法
が
成
立
す
る
ま
で
の
政
治
過
程
及
び
そ
の
成
果
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
こ
う
し
た
分

権
改
革
に
伴
う
財
政
措
置
の
一
環
と
し
て
行
わ
れ
た
「
三
位
一
体
の
改
革
」
を
め
ぐ
る
政
治
過
程
及
び
そ
の
帰
結
に
関
す
る
も
の
で
あ

る
。

　

ま
ず
二
〇
〇
〇
年
分
権
改
革
の
第
一
の
成
果
と
し
て
注
目
さ
れ
た
の
は
機
関
委
任
事
務
制
度
の
廃
止
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、

財
界
が
地
方
政
府
と
連
合
を
組
み
、
政
治
を
動
か
し
な
が
ら
地
方
分
権
に
関
わ
っ
た
結
果
、
機
関
委
任
事
務
制
度
が
廃
止
さ
れ
た
と
い

う
「
ビ
ジ
ネ
ス
─
地
方
政
府
連
合
」
論
が
主
張
さ
れ
て
き
た
（
北
村 
二
〇
〇
〇
）。
こ
れ
に
対
し
て
曽
我
（
二
〇
〇
二
）
は
ゲ
ー
ム
理

論
の
枠
組
み
を
用
い
な
が
ら
自
民
党
の
政
策
転
換
を
主
な
要
因
と
し
て
地
方
分
権
改
革
を
説
明
し
て
い
る
一
方
、
市
川
（
二
〇
〇
八
）

は
当
時
の
連
立
政
権
に
よ
る
分
権
改
革
政
策
が
よ
り
重
要
な
要
因
で
あ
っ
た
と
指
摘
す
る
。
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論　　　説
　

三
位
一
体
改
革
に
関
す
る
研
究
と
し
て
は
財
政
再
建
を
目
指
す
首
相
が
経
済
財
政
諮
問
会
議
を
利
用
し
て
地
方
交
付
税
制
度
の
改
革

を
行
う
と
と
も
に
、
地
方
自
治
体
を
中
央
の
政
策
過
程
に
関
与
さ
せ
る
こ
と
で
地
方
税
財
政
改
革
に
成
功
し
た
と
い
う
分
析
が
注
目
さ

れ
る
（
北
村
二
〇
〇
四
）。
さ
ら
に
北
村
（
二
〇
〇
七
）
で
は
全
国
知
事
会
に
も
注
目
し
て
そ
れ
を
取
り
巻
く
制
度
的
変
化
か
ら
説
明

を
加
え
て
い
る
。
ま
た
、
砂
原
（
二
〇
〇
八
）
は
三
位
一
体
改
革
に
関
係
す
る
ア
ク
タ
ー
の
「
利
益
」
の
観
点
か
ら
も
分
析
を
行
っ
て

い
る
。

　

一
九
九
〇
年
代
以
降
の
分
権
改
革
を
対
象
と
し
た
こ
れ
ら
の
既
存
研
究
の
特
徴
は
、
主
に
国
レ
ベ
ル
の
政
治
過
程
に
焦
点
を
当
て
な

が
ら
分
権
改
革
を
「
上
か
ら
の
改
革
」
と
捉
え
て
き
た
点
で
あ
る
。

　

一
方
、
分
権
時
代
に
お
け
る
地
方
政
府
間
関
係
に
注
目
し
た
研
究
と
し
て
は
市
町
村
合
併
や
垂
直
補
完
関
係
に
目
を
向
け
た
研
究

（
市
川 

二
〇
一
一
、
二
〇
一
三；
野
田
遊 

二
〇
〇
七
、
二
〇
一
一
）
が
注
目
さ
れ
る
。
特
に
事
務
処
理
特
例
制
度
に
焦
点
を
当
て
た

研
究
と
し
て
藤
巻
（
二
〇
一
一
、
二
〇
一
三
）
で
は
法
学
の
観
点
か
ら
制
度
の
特
徴
及
び
運
用
状
況
を
整
理
し
た
上
で
北
海
道
を
対
象

と
し
た
事
例
分
析
を
、
伊
藤
（
二
〇
一
一
）
で
は
財
政
要
因
に
注
目
し
て
権
限
移
譲
と
地
方
政
府
間
関
係
の
分
析
が
行
わ
れ
て
お
り
、

近
年
で
は
本
稿
と
同
様
に
政
治
的
要
因
に
注
目
し
た
研
究
（
門
脇 

二
〇
一
六
）
も
見
ら
れ
る
。

　

た
だ
し
、
伊
藤
（
二
〇
一
一
）
の
場
合
、
権
限
移
譲
を
行
う
際
の
意
思
決
定
に
関
わ
る
政
治
的
ア
ク
タ
ー
に
は
目
を
向
け
ず
、
主
に

行
財
政
要
因
だ
け
を
分
析
対
象
と
し
て
い
る
点
で
は
課
題
が
残
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
門
脇
（
二
〇
一
六
）
の
場
合
、
権
限
移
譲
に
お

け
る
知
事
の
影
響
力
を
確
認
し
て
い
る
点
で
は
本
稿
の
分
析
結
果
と
共
通
す
る
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
権
限
移
譲
は
知
事
の
意
思
決
定
だ

け
で
決
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
受
入
側
で
あ
る
市
町
村
の
（
政
治
的
・
行
財
政
的
）
諸
条
件
も
考
慮
せ
ね
ば
な
ら
な
い
点
、
そ
し
て
地

方
議
会
の
役
割
を
否
定
し
て
い
る
点
で
は
追
加
的
議
論
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

そ
こ
で
本
稿
は
、
分
権
改
革
論
議
の
延
長
線
と
し
て
地
方
レ
ベ
ル
に
お
け
る
権
限
移
譲
に
焦
点
を
当
て
る
と
と
も
に
、
地
方
政
府
が
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置
か
れ
て
い
る
環
境
の
中
で
首
長
と
議
会
と
い
う
政
治
的
ア
ク
タ
ー
が
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
か
を
中
心
に
議
論
す
る
。

既
存
研
究
に
お
い
て
は
主
に
分
権
改
革
の
原
因
解
明
に
注
目
し
て
き
た
の
に
対
し
て
、
本
研
究
に
お
い
て
は
分
権
改
革
の
結
果
に
着
目

し
て
分
析
を
進
め
る
。三　

分
権
改
革
と
事
務
処
理
特
例
制
度
に
よ
る
権
限
移
譲

 

（
1
）
事
務
処
理
特
例
制
度
と
ア
ク
タ
ー
間
関
係

　
「
条
例
に
よ
る
事
務
処
理
特
例
制
度
」
に
注
目
す
る
第
一
の
理
由
は
、
二
〇
〇
〇
年
の
地
方
分
権
改
革
の
際
に
行
わ
れ
た
法
整
備
の

な
か
で
も
特
に
都
道
府
県
と
市
町
村
の
関
係
再
編
に
影
響
を
与
え
た
制
度
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
地
方
自
治
法
二
五

二
条
の
一
七
の
二
に
は
、｢

都
道
府
県
は
、
都
道
府
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
一
部
を
、
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
市

町
村
が
処
理
す
る
こ
と
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
市
町
村
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
事
務
は
、
当
該

市
町
村
の
長
が
管
理
し
及
び
執
行
す
る
も
の
と
す
る
」
と
規
定
さ
れ
て
い
て
、
ま
た
「
市
町
村
の
長
は
、
そ
の
議
会
の
議
決
を
経
て
、

都
道
府
県
知
事
に
対
し
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
一
部
を
当
該
市
町
村
が
処
理
す
る
こ
と
と
す
る
よ
う
要

請
す
る
こ
と
が
で
き
る｣

と
い
う
条
項
も
設
け
ら
れ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、
地
方
財
政
法
第
二
八
条
で
は
、｢

都
道
府
県
が
そ
の
事
務
を
市
町
村
が
行
う
こ
と
と
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
都
道
府
県

は
、
当
該
市
町
村
に
対
し
、
そ
の
事
務
を
執
行
す
る
に
要
す
る
経
費
の
財
源
に
つ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と

規
定
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
「
当
該
都
道
府
県
の
議
会
の
議
決
を
経
て
、
こ
れ
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
条
項
も
含
ま
れ
て

い
る
。
こ
れ
よ
り
都
道
府
県
が
市
町
村
に
対
し
て
権
限
移
譲
を
行
う
際
に
は
そ
れ
に
必
要
な
財
源
措
置
も
一
緒
に
行
う
こ
と
に
な
っ
て

お
り
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
法
律
に
基
づ
い
て
誰
の
権
限
を
移
譲
し
、
そ
れ
を
決
め
る
の
は
誰
な
の
か
が
確
認
で
き
る
。
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以
上
の
よ
う
な
制
度
的
特
徴
を
考
え
る
と
、
地
方
自
治
体
に
お
け
る
政
治
的
ア
ク
タ
ー
が
重
要
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
換

言
す
れ
ば
、
権
限
移
譲
を
左
右
す
る
の
は
首
長
と
地
方
議
会
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
二
元
代
表
制
の
核
を
な
す
も
の
と
し
て
日
本
の
地
方

政
府
を
論
じ
る
際
に
は
欠
か
せ
な
い
存
在
で
あ
る
（
砂
原 

二
〇
一
一
、
曽
我･

待
鳥 

二
〇
〇
七
）。
砂
原
（
二
〇
一
一
、
六
三
頁
）

に
よ
れ
ば
、
財
政
状
況
が
厳
し
い
中
で
行
わ
れ
る
地
方
政
府
の
政
策
選
択
と
い
う
の
は
、
首
長
と
地
方
議
会
の
部
門
間
対
立
を
軸
と
し

た
政
治
的
競
争
に
規
定
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
大
き
く
、
そ
の
際
に
首
長
は
「
現
状
維
持
点
」
か
ら
の
変
化
を
起
こ
す
ア
ク
タ
ー
と
し
て
、

地
方
議
会
は
「
現
状
維
持
点
」
か
ら
の
変
化
を
抑
制
す
る
ア
ク
タ
ー
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
点
を
踏
ま

え
る
と
、
地
方
行
政
上
の
変
化
で
あ
る
権
限
移
譲
に
お
い
て
も
首
長
と
地
方
議
会
の
役
割
が
重
要
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

た
だ
し
、
本
稿
で
は
地
方
政
府
を
一
つ
の
ア
ク
タ
ー
と
し
て
ま
と
め
て
扱
う
の
で
は
な
く
、
広
域
自
治
体
と
基
礎
自
治
体
を
区
分
し
た

う
え
で
よ
り
細
か
く
ア
ク
タ
ー
間
の
関
係
を
見
て
い
く
。
な
ぜ
な
ら
、
た
と
え
同
じ
政
治
的
特
徴
を
持
っ
て
い
る
と
し
て
も
、
事
務
権

限
を
移
譲
す
る
側
の
ア
ク
タ
ー
な
の
か
、
受
け
入
れ
る
側
の
ア
ク
タ
ー
な
の
か
に
よ
っ
て
利
害
が
異
な
る
か
ら
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
移
譲
団
体
と
受
入
団
体
を
ま
と
め
る
と
次
の
通
り
で
あ
る
。

　

ま
ず
、
移
譲
団
体
に
つ
い
て
言
え
ば
、
都
道
府
県
か
ら
市
町
村
に
移
譲
さ
れ
る
権
限
と
い
う
の
は
知
事
の
権
限
を
意
味
す
る
こ
と
か

ら
、
そ
の
当
事
者
で
あ
る
知
事
と
そ
の
下
で
実
際
の
事
務
を
行
う
職
員
が
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
す
の
か
が
権
限
移
譲
に
与
え
る
影

響
は
明
ら
か
に
大
き
い
で
あ
ろ
う
。
特
に
職
員
に
関
し
て
は
、
現
場
に
お
い
て
実
際
に
ど
の
よ
う
な
事
務
が
ど
れ
だ
け
の
量
で
県
側
の

責
任
の
下
で
行
わ
れ
て
い
る
か
に
通
暁
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
こ
う
し
た
（
執
行
部
と
し
て
の
）

県
側
の
意
思
決
定
に
つ
い
て
県
議
会
が
ど
の
よ
う
な
立
場
を
と
る
か
も
注
目
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　

他
方
、
事
務
権
限
を
受
け
入
れ
る
側
も
重
要
で
あ
る
。
特
に
受
入
団
体
で
あ
る
市
町
村
の
長
の
役
割
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。
な

ぜ
な
ら
、
知
事
の
事
務
権
限
が
市
町
村
に
移
譲
さ
れ
た
場
合
、
そ
の
事
務
権
限
は
市
町
村
の
長
の
権
限
と
な
り
、
当
然
そ
れ
に
対
す
る
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責
任
も
そ
の
長
が
負
う
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
受
入
団
体
で
も
職
員
及
び
議
会
の
役
割
は
看
過
で
き
な
い
。

　

こ
の
よ
う
に
、
権
限
移
譲
に
影
響
を
与
え
る
政
治
的
ア
ク
タ
ー
は
、
移
譲
団
体
と
受
入
団
体
そ
れ
ぞ
れ
の
首
長
と
地
方
議
会
で
、
さ

ら
に
実
際
に
事
務
を
担
う
職
員
も
看
過
で
き
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
本
稿
で
は
こ
う
し
た
ア
ク
タ
ー
の
特
徴
お
よ
び
ア
ク
タ
ー
間
の
関

係
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
権
限
移
譲
に
お
け
る
地
域
間
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
生
じ
る
原
因
を
考
察
す
る
。

 

（
2
） 

事
務
処
理
特
例
制
度
に
よ
る
権
限
移
譲
の
現
状

　

で
は
、
実
際
に
各
都
道
府
県
は
ど
の
よ
う
な
計
画
及
び
方
針
を
持
っ
て
取
り
組
ん
で
い
る
の
か
。
平
成
二
五
年
度
に
北
海
道
地
域
主

権
局
が
行
っ
た
全
国
実
態
調
査
の
結
果
を
確
認
す
る
と
、
移
譲
方
式
と
し
て
は
手
上
げ
方
式
（
移
譲
を
希
望
す
る
市
町
村
に
対
し
て
権

限
移
譲
を
行
う
方
式
）
が
多
く
採
用
さ
れ
て
お
り
、
移
譲
権
限
の
提
示
方
式
に
お
い
て
は
メ
ニ
ュ
ー
・
パ
ッ
ケ
ー
ジ
方
式
が
中
心
と
な

っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
計
画
自
体
が
な
い
地
域
も
存
在
し
、
こ
の
よ
う
な
地
域
で
は
権
限
移
譲
の
実
施
期
間
あ
る
い
は
移
譲
権
限

の
提
示
方
式
等
も
示
さ
れ
て
い
な
い
。

　

こ
う
し
た
中
で
、
権
限
移
譲
の
活
用
状
況
を
示
し
て
い
る
内
閣
府
デ
ー
タ
を
見
る
と
、
都
道
府
県
で
ど
れ
だ
け
の
法
律
の
範
囲
の
中

で
事
務
権
限
が
移
譲
さ
れ
て
い
る
の
か
が
分
か
る
（
図
1
）。
少
な
い
と
こ
ろ
で
は
一
一
本
の
法
律
に
お
い
て
権
限
移
譲
が
行
わ
れ
て

い
る
一
方
、
多
い
と
こ
ろ
で
は
九
三
本
の
法
律
に
お
い
て
権
限
移
譲
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。

　

同
じ
制
度
を
用
い
て
権
限
移
譲
を
行
っ
て
い
て
も
地
域
に
よ
っ
て
そ
の
利
用
状
況
に
は
大
き
な
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
存
在
す
る
こ
と

が
分
か
る
。
な
ぜ
、
あ
る
地
域
で
は
権
限
移
譲
が
積
極
的
に
行
わ
れ
る
の
に
対
し
て
、
他
の
地
域
で
は
あ
ま
り
進
ん
で
い
な
い
の
か
。

以
下
で
は
、
こ
う
し
た
問
題
意
識
を
も
と
に
仮
説
を
設
定
し
、
デ
ー
タ
に
基
づ
い
て
検
証
し
て
い
く
。 （

1
）
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四　

仮
説
の
設
定

 

（
1
）
政
治
的
要
因

　

第
一
に
、
権
限
移
譲
に
影
響
を
与
え
る
要
因
と
し
て
首
長
の
リ
ー

ダ
ー
シ
ッ
プ
が
挙
げ
ら
れ
る
。
砂
原
（
二
〇
一
一
、
九
三
、
一
六
九

─
一
九
六
頁
）
に
よ
れ
ば
、
得
票
率
は
有
権
者
や
議
会
か
ら
ど
れ
だ

け
の
支
持
を
得
ら
れ
る
か
を
示
す
指
標
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
首
長

が
影
響
力
を
行
使
す
る
た
め
の
潜
在
的
な
変
数
と
な
る
と
い
う
。
そ

の
た
め
、
得
票
率
が
高
い
こ
と
は
有
権
者
か
ら
の
支
持
を
背
景
に
自

ら
の
意
図
ど
お
り
に
改
革
を
進
め
る
可
能
性
も
高
い
こ
と
を
意
味
す

る
。
ま
た
、
高
い
得
票
率
で
当
選
し
た
首
長
の
場
合
、
得
票
率
が
高

い
分
再
選
可
能
性
も
高
い
と
予
想
さ
れ
る
点
か
ら
地
方
議
員
に
対
し

て
も
拒
否
権
プ
レ
ー
ヤ
ー
と
し
て
の
役
割
を
躊
躇
さ
せ
る
影
響
力
を

持
つ
た
め
、
得
票
率
が
高
け
れ
ば
高
い
ほ
ど
首
長
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ

プ
が
高
ま
り
、
そ
の
結
果
、
議
会
多
数
派
に
よ
る
首
長
の
政
策
へ
の

反
対
可
能
性
も
低
く
な
る
と
考
え
ら
れ
る
（
築
山 

二
〇
一
五
ａ
、

一
八
八
頁
）。
こ
こ
か
ら
次
の
よ
う
な
仮
説
が
導
出
で
き
る
。

（
2
）
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図 1　都道府県別の移譲状況（移譲実績のある法律数）
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出典）「地方分権改革の実態調査結果」（内閣府2014：42）に基づいて筆者作成。
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仮
説
1　

首
長
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
が
強
い
ほ
ど
、
権
限
移
譲
は
進
む
。

　

第
二
に
、
政
治
家
の
党
派
性
に
よ
っ
て
権
限
移
譲
に
対
す
る
態
度
も
異
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
河
村
（
二
〇
〇
八
、
一
二
八
─
一
三

一
頁
）
に
よ
れ
ば
、
一
九
九
三
年
ま
で
の
保
守
系
候
補
者
の
場
合
、
中
央
地
方
関
係
に
対
し
て
現
状
維
持
の
姿
勢
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、

一
九
九
三
年
以
降
に
な
る
と
保
守
系
候
補
者
た
ち
も
積
極
的
に
中
央
地
方
関
係
の
再
編
を
主
張
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
ま
た
、

分
権
改
革
に
対
す
る
党
派
的
特
徴
に
つ
い
て
、
経
済
的
な
面
に
お
け
る
保
守
と
革
新
、
文
化
的
な
面
に
お
け
る
保
守
と
革
新
が
そ
れ
ぞ

れ
異
な
る
選
択
を
す
る
と
い
う
主
張
も
存
在
す
る
。
す
な
わ
ち
、
経
済
的
な
理
由
か
ら
は
保
守
政
党
が
分
権
改
革
を
進
め
よ
う
と
す
る

傾
向
が
見
ら
れ
る
一
方
、
文
化
的
な
理
由
か
ら
は
革
新
政
党
が
分
権
改
革
を
支
持
す
る
特
徴
が
見
ら
れ
る
（T

oubeau S., W
agner 

M
. 2015

：97-119

）。
い
ず
れ
も
分
権
改
革
に
対
す
る
政
治
的
立
場
に
注
目
し
て
い
る
点
で
は
共
通
し
て
い
る
が
、
現
在
日
本
の
地
方

自
治
が
抱
え
て
い
る
課
題
が
厳
し
い
財
政
状
況
で
あ
る
点
か
ら
、
本
稿
で
は
経
済
的
な
面
に
お
け
る
「
保
守
と
革
新
」
の
分
類
に
着
目

し
、
曽
我
・
待
鳥
（
二
〇
〇
七
、
七
二
─
七
五
頁
）
の
自
民
・
非
自
民
区
分
を
採
用
す
る
。
こ
こ
か
ら
は
、
次
の
よ
う
な
仮
説
が
導
出

で
き
る
。

　

仮
説
2　

政
治
家
の
党
派
性
に
よ
っ
て
権
限
移
譲
に
対
す
る
態
度
は
異
な
る
。

　
　

仮
説
2
─
1　

移
譲
団
体
の
首
長
が
保
守
的
で
あ
れ
ば
、
権
限
移
譲
に
積
極
的
で
あ
る
。

　
　

仮
説
2
─
2　

受
入
団
体
の
首
長
が
保
守
的
で
あ
れ
ば
、
権
限
移
譲
に
消
極
的
で
あ
る
。

　
　

仮
説
2
─
3　

県
議
会
に
お
い
て
保
守
的
議
員
が
多
い
地
域
ほ
ど
、
権
限
移
譲
は
進
ま
な
い
。

　
　

仮
説
2
─
4　

市
議
会
に
お
い
て
保
守
的
議
員
が
多
い
地
域
ほ
ど
、
権
限
移
譲
は
進
ま
な
い
。

（
3
）

（
4
）
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第
三
に
、
ア
ク
タ
ー
間
の
関
係
が
権
限
移
譲
の
進
展
に
も
影
響
を
及
ぼ
す
と
考
え
ら
れ
る
。
二
元
代
表
制
下
の
首
長
と
議
会
の
部
門

間
関
係
に
お
い
て
は
、
選
挙
の
際
に
諸
政
党
か
ら
の
推
薦
や
支
持
を
一
切
受
け
な
か
っ
た
首
長
で
あ
る
無
党
派
知
事
の
場
合
、
他
の
知

事
に
比
べ
て
よ
り
果
敢
な
政
策
転
換
を
行
い
、
新
し
い
政
治
文
化
を
も
た
ら
す
と
予
想
さ
れ
る
（
曽
我
・
待
鳥 

二
〇
〇
五
、
三
〇
頁
）。

ま
た
、
砂
原
（
二
〇
一
一
、
六
三
頁
）
に
よ
れ
ば
、
選
挙
時
の
地
方
議
員
と
の
利
害
関
係
や
そ
れ
ま
で
行
っ
て
き
た
意
思
決
定
に
よ
る

制
約
が
少
な
い
首
長
で
あ
る
ほ
ど
、
現
状
維
持
点
か
ら
の
変
化
の
幅
が
大
き
い
政
策
を
提
案
す
る
こ
と
が
予
想
で
き
る
。
さ
ら
に
、
権

限
移
譲
を
め
ぐ
る
取
引
費
用
の
観
点
か
ら
す
る
と
、
移
譲
団
体
と
受
入
団
体
の
政
策
的
ポ
ジ
シ
ョ
ン
が
一
致
す
る
か
否
か
に
よ
っ
て
移

譲
事
務
の
決
定
を
め
ぐ
る
交
渉
に
係
る
コ
ス
ト
に
も
影
響
が
出
る
と
予
想
さ
れ
る
。
こ
こ
で
、
都
道
府
県
と
市
町
村
と
の
関
係
を
移
譲

団
体
の
長
と
受
入
団
体
の
長
の
党
派
性
の
一
致
・
不
一
致
か
ら
確
認
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
両
者
間
の
関
係
を
判
断
す
る
こ
と
も
可
能

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
以
上
の
内
容
を
ま
と
め
て
仮
説
を
導
出
す
る
と
次
の
通
り
で
あ
る
。

　

仮
説
3　

地
方
議
会
に
お
い
て
与
党
議
席
率
が
低
い
地
域
ほ
ど
、
権
限
移
譲
は
進
む
。

　

仮
説
4　

移
譲
団
体
の
首
長
と
受
入
団
体
の
首
長
の
党
派
性
が
一
致
す
る
地
域
ほ
ど
、
権
限
移
譲
は
進
む
。

　

最
後
に
、
首
長
の
年
齢
が
若
い
ほ
ど
権
限
移
譲
に
積
極
的
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
都
道
府
県
か
ら
市
町
村
へ
の
権
限
移
譲
が
都
道

府
県
と
市
町
村
間
の
力
関
係
に
も
影
響
を
与
え
か
ね
な
い
制
度
改
革
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
従
来
の
権
限
配
分
と
は
異
な
る
新

し
い
仕
組
み
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
両
方
に
対
し
て
求
め
ら
れ
る
責
任
と
権
限
も
変
わ
る
こ
と
は
十
分
に
予
想
可
能
な
も
の
で
あ

る
。
こ
こ
で
権
限
移
譲
を
既
存
制
度
か
ら
新
し
い
制
度
へ
の
転
換
と
し
て
み
な
す
の
で
あ
れ
ば
、
既
存
制
度
の
形
成
と
の
関
わ
り
が
薄

い
可
能
性
が
高
い
若
い
首
長
の
ほ
う
が
現
状
変
化
を
伴
う
改
革
に
よ
り
積
極
的
で
あ
ろ
う
と
予
想
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
よ
り
、

（
5
）

（
6
）

（
7
）

（
8
）

（阪大法学）68（6-130）　1238〔2019. 3 〕



分権改革が地方政府間関係に与える影響　

次
の
よ
う
な
仮
説
が
考
え
ら
れ
る
。

　

仮
説
5　

首
長
が
若
い
ほ
ど
、
権
限
移
譲
に
積
極
的
で
あ
る
。

 

（
2
） 

社
会
経
済
的
要
因

　

以
上
、
権
限
移
譲
を
進
め
る
際
に
重
要
な
役
割
を
果
た
す
と
考
え
ら
れ
る
政
治
的
ア
ク
タ
ー
を
中
心
と
し
た
仮
説
を
導
出
し
た
が
、

も
う
一
つ
注
目
す
べ
き
要
因
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
が
こ
の
よ
う
な
ア
ク
タ
ー
た
ち
が
ど
の
よ
う
な
状
況
に
置
か
れ
て
い
る
の
か
を
示

す
環
境
要
因
で
あ
る
。

　

第
一
に
各
地
方
公
共
団
体
の
財
政
状
況
が
挙
げ
ら
れ
る
。
北
村
（
二
〇
一
〇
、
五
三
八
─
五
四
二
頁
）
に
よ
れ
ば
、
財
政
状
況
が
良

い
地
域
ほ
ど
、
よ
り
分
離
・
分
権
志
向
に
な
る
た
め
、
分
権
的
な
改
革
が
支
持
さ
れ
る
可
能
性
も
高
い
と
予
想
さ
れ
る
。
ま
た
事
務
権

限
の
移
譲
が
行
わ
れ
る
と
し
て
も
、
ど
れ
だ
け
積
極
的
に
取
り
組
む
か
は
、
各
自
治
体
の
財
政
力
に
制
約
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
と

い
う
指
摘
も
見
ら
れ
る
（
金
井 

二
〇
一
〇
、
一
〇
四
─
一
〇
五
頁
）。
こ
う
し
た
点
か
ら
す
る
と
財
政
資
源
の
多
寡
に
よ
っ
て
権
限
移

譲
の
進
展
度
合
い
に
も
影
響
が
出
る
と
予
想
さ
れ
、
次
の
よ
う
な
仮
説
が
考
え
ら
れ
る
。

　

仮
説
6　

地
方
政
府
の
財
政
状
況
が
良
い
ほ
ど
、
権
限
移
譲
は
進
む
。

　

第
二
に
、
権
限
移
譲
を
受
け
入
れ
る
行
政
体
制
と
し
て
の
合
併
状
況
が
挙
げ
ら
れ
る
。
た
と
え
権
限
を
移
譲
し
よ
う
と
し
て
も
そ
の

権
限
を
必
要
と
す
る
需
要
が
な
け
れ
ば
権
限
移
譲
の
対
象
自
体
が
形
成
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
意
味
し
、
権
限
移
譲
は
進
ま
な
い
と
予

（
9
）
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測
で
き
る
。
こ
う
い
っ
た
点
か
ら
す
る
と
行
政
単
位
の
大
き
さ
を
あ
る
程
度
の
水
準
ま
で
再
編
す
る
た
め
の
条
件
と
な
る
合
併
の
進
捗

状
況
も
権
限
移
譲
の
進
展
度
合
い
に
影
響
を
及
ぼ
す
要
因
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
受
け
皿
論
の
延
長
線
と
い
う
観
点
か
ら
す

る
と
、
県
内
に
大
都
市
が
多
い
地
域
ほ
ど
そ
の
分
多
く
の
事
務
権
限
を
受
け
入
れ
る
余
地
が
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
、
権
限
移
譲

が
行
わ
れ
る
可
能
性
も
高
い
と
予
想
で
き
る
。
以
上
の
内
容
を
ま
と
め
る
と
、
次
の
よ
う
な
仮
説
が
導
出
さ
れ
る
。

　

仮
説
7　

市
町
村
の
合
併
が
進
ん
で
い
る
地
域
ほ
ど
、
権
限
移
譲
は
進
む
。

　

仮
説
8　

規
模
の
大
き
い
都
市
を
多
く
抱
え
て
い
る
地
域
ほ
ど
、
権
限
移
譲
は
進
む
。

　

次
の
と
こ
ろ
で
は
、
こ
う
し
た
仮
説
を
検
証
す
る
た
め
に
用
い
る
具
体
的
な
デ
ー
タ
と
方
法
を
説
明
し
た
後
、
実
証
分
析
の
結
果
を

検
討
す
る
。

五　

仮
説
の
検
証

 

（
1
）
デ
ー
タ
と
方
法

　
従
属
変
数

　

本
稿
で
は
、
内
閣
府
の
地
方
分
権
改
革
推
進
室
が
平
成
二
六
年
度
に
公
開
し
た
「
地
方
分
権
改
革
の
実
態
調
査
結
果
」
に
報
告
さ
れ

て
い
る
都
道
府
県
別
の
移
譲
状
況
（
移
譲
実
績
の
あ
る
法
律
数
）
を
従
属
変
数
デ
ー
タ
と
し
て
採
用
す
る
。
内
閣
府
の
調
査
は
、
平
成

二
五
年
九
月
か
ら
十
月
に
か
け
て
地
方
公
共
団
体
に
対
し
て
行
っ
た
複
数
の
調
査
を
六
つ
の
項
目
に
分
け
て
ま
と
め
た
も
の
で
、
そ
の

中
で
も
本
研
究
に
お
い
て
特
に
注
目
す
る
内
容
は
「
条
例
に
よ
る
事
務
処
理
特
例
制
度
の
活
用
状
況
等
に
関
す
る
調
査
」
で
あ
る
。
同

（
10
）
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調
査
は
四
七
都
道
府
県
を
対
象
に
「
条
例
に
よ
る
事
務
処
理
特
例
制
度
」
に
よ
り
都
道
府
県
か
ら
市
町
村
へ
権
限
移
譲
さ
れ
た
事
務
に

つ
い
て
調
べ
た
も
の
で
、
具
体
的
に
は
①
条
例
に
よ
る
事
務
処
理
特
例
制
度
の
活
用
状
況
、
②
権
限
移
譲
に
係
る
取
り
組
み
状
況
、
③

権
限
移
譲
に
よ
る
メ
リ
ッ
ト
、
④
権
限
移
譲
に
伴
い
生
じ
た
課
題
、
そ
し
て
⑤
移
譲
権
限
を
運
用
す
る
際
の
工
夫
等
が
取
り
上
げ
ら
れ

て
い
る
。

　

①
条
例
に
よ
る
事
務
処
理
特
例
制
度
の
活
用
状
況
の
な
か
に
は
ま
た
三
つ
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
報
告
さ
れ
て
い
て
、｢

政
策
分
野

別
の
移
譲
法
律
数
に
お
け
る
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
」、「
法
律
別
の
移
譲
状
況
（
移
譲
実
績
の
あ
る
都
道
府
県
数
）」、
そ
し
て
「
都
道
府
県

別
の
移
譲
状
況
（
移
譲
実
績
の
あ
る
法
律
数
）」
が
そ
れ
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
「
都
道
府
県
別
の
移
譲
状
況
」
の
内
訳

を
確
認
す
る
と
、
多
い
順
に
し
た
場
合
に
ま
ず
注
目
さ
れ
る
の
が
静
岡
県
で
、
九
三
法
律
に
お
い
て
権
限
移
譲
を
行
っ
て
い
る
こ
と
か

ら
全
国
で
一
番
多
い
地
域
と
な
っ
て
い
る
。
次
に
新
潟
県
が
九
二
法
律
で
二
位
、
大
阪
府
が
八
三
法
律
で
三
位
、
広
島
県
が
七
八
法
律

で
四
位
、
そ
し
て
北
海
道
が
七
六
法
律
で
五
位
と
な
っ
て
お
り
、
全
国
的
に
見
た
場
合
に
は
平
均
し
て
約
四
四
法
律
が
移
譲
さ
れ
て
い

る
こ
と
が
確
認
で
き
る
（
図
1
）。

　
独
立
変
数

　

ま
ず
政
治
的
要
因
の
変
数
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
政
治
家
の
党
派
性
と
年
齢
、
そ
し
て
得
票
率
が
挙
げ
ら
れ
る
。
党
派
性
を
示
す

変
数
に
関
し
て
は
曽
我
・
待
鳥
（
二
〇
〇
七
、
七
二
─
七
五
）
の
自
民
・
非
自
民
区
分
を
用
い
る
。
こ
の
分
類
を
用
い
る
理
由
は
、
長

い
間
一
党
優
位
体
制
が
続
い
て
き
た
日
本
に
お
い
て
は
伝
統
的
な
保
守
・
革
新
と
い
う
概
念
を
そ
の
ま
ま
用
い
る
よ
り
は
自
民
・
非
自

民
に
区
分
す
る
の
が
よ
り
適
切
で
あ
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
首
長
と
議
会
の
党
派
性
を
示
す
デ
ー
タ
と
し
て
は
『
全
国
首
長
名
簿

（
二
〇
一
四
年
版
）』
を
も
と
に
自
民
・
非
自
民
中
心
の
党
派
・
会
派
に
つ
い
て
ダ
ミ
ー
変
数
を
投
入
し
て
作
成
し
た
デ
ー
タ
セ
ッ
ト

（
11
）
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を
用
意
し
て
い
る
。
首
長
の
年
齢
に
関
し
て
は
、
知
事
の
年
齢
の
場
合
、
全
国
知
事
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
公
開
さ
れ
て
い
る
各
都
道

府
県
の
知
事
の
出
生
年
度
デ
ー
タ
を
利
用
し
、
市
長
の
年
齢
に
関
し
て
は
『
都
市
デ
ー
タ
パ
ッ
ク
（
二
〇
一
四
年
版
）』
を
も
と
に
作

成
し
た
デ
ー
タ
セ
ッ
ト
を
用
い
る
。

　

一
方
、
社
会
経
済
的
要
因
に
関
し
て
は
事
前
に
用
意
し
た
変
数
デ
ー
タ
の
中
で
回
帰
モ
デ
ル
を
選
択
す
る
に
あ
た
っ
て
多
重
共
線
性

が
生
じ
る
可
能
性
の
低
い
範
囲
で
統
計
的
有
意
水
準
の
高
い
も
の
を
中
心
に
採
用
し
て
い
る
。
ま
ず
財
政
的
要
因
の
場
合
、
総
務
省
が

公
開
し
て
い
る
都
道
府
県
と
市
町
村
の
「
主
要
財
政
指
標
」
を
確
認
し
た
う
え
で
、
市
町
村
の
財
政
力
指
数
の
平
均
値
を
代
理
変
数

デ
ー
タ
と
し
て
回
帰
モ
デ
ル
に
投
入
し
て
い
る
。
財
政
力
指
数
を
採
用
す
る
理
由
は
、
地
方
公
共
団
体
の
財
政
状
況
を
一
目
瞭
然
に
示

し
て
く
れ
る
指
標
で
あ
り
な
が
ら
、
実
際
に
多
く
の
研
究
に
お
い
て
自
治
体
の
財
政
状
況
を
判
断
す
る
基
準
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
か

ら
で
あ
る
（
北
村 

二
〇
一
〇；
築
山 
二
〇
一
五
ａ
）。
財
政
デ
ー
タ
以
外
に
、
各
自
治
体
の
社
会
的
要
因
（
人
口
、
面
積
、
大
都
市

数
）
や
行
政
的
要
因
（
合
併
進
捗
率
、
広
域
連
携
制
度
の
利
用
状
況
）
等
に
関
す
る
内
容
に
つ
い
て
も
総
務
省
や
国
土
交
通
省
が
公
開

し
て
い
る
資
料
か
ら
デ
ー
タ
セ
ッ
ト
を
用
意
し
て
い
る
。
人
口
に
関
し
て
は
総
務
省
が
提
供
す
る
「
住
民
基
本
台
帳
人
口
（
都
道
府
県

別
・
市
区
町
村
別
）」
を
も
と
に
四
七
都
道
府
県
と
八
一
三
市
の
デ
ー
タ
セ
ッ
ト
を
作
成
し
、
面
積
に
関
し
て
は
国
土
交
通
省
が
公
開

し
て
い
る
「
全
国
都
道
府
県
市
区
町
村
別
面
積
調
」
を
も
と
に
デ
ー
タ
セ
ッ
ト
を
構
築
し
て
い
る
。
そ
し
て
大
都
市
に
関
し
て
は
総
務

省
の
「
地
方
公
共
団
体
の
区
分
」
を
参
考
に
し
て
都
道
府
県
別
の
大
都
市
数
の
デ
ー
タ
セ
ッ
ト
を
作
成
し
た
。
以
上
の
変
数
の
記
述
統

計
は
、
表
1
に
示
す
通
り
で
あ
る
。

　
分
析
方
法

　

ま
ず
権
限
移
譲
の
規
定
要
因
を
統
計
的
に
確
認
す
る
た
め
に
回
帰
分
析
を
行
う
。
デ
ー
タ
処
理
に
お
い
て
は
従
属
変
数
で
あ
る
都
道

（
12
）

（
13
）

（
14
）

（
15
）
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府
県
別
の
移
譲
法
律
数
に
対
し
て
政
治
的
要
因
と
社
会
経
済
的
要
因
が
ど
れ
だ
け

影
響
を
与
え
て
い
る
の
か
を
ク
ロ
ス
セ
ク
シ
ョ
ン
分
析
か
ら
確
認
す
る
。
因
果
推

論
を
目
指
す
に
は
時
間
的
変
化
を
も
取
り
入
れ
て
因
果
関
係
を
確
認
す
る
の
が
よ

り
望
ま
し
い
と
考
え
ら
れ
る
も
の
の
、
本
研
究
の
ベ
ー
ス
と
な
る
内
閣
府
の
資
料

か
ら
す
る
と
一
回
限
り
の
デ
ー
タ
し
か
確
保
で
き
な
か
っ
た
点
、
ま
た
市
町
村
レ

ベ
ル
の
場
合
、
合
併
に
よ
る
区
域
変
更
が
生
じ
る
ケ
ー
ス
も
あ
る
こ
と
か
ら
デ
ー

タ
を
揃
え
る
の
が
難
し
い
点
、
そ
し
て
本
稿
で
は
主
に
分
権
改
革
の
結
果
、
現
在

ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
に
注
目
す
る
点
か
ら
今
回
の
調
査
は
単
年
度
デ
ー
タ
分
析

に
止
め
る
。

　

も
う
一
つ
の
分
析
方
法
は
、
財
政
状
況
を
も
と
に
都
道
府
県
を
四
つ
の
グ
ル
ー

プ
に
分
け
た
う
え
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
グ
ル
ー
プ
の
中
か
ら
特
徴
的
な
事
例
を
取
り

出
し
た
後
、
権
限
移
譲
と
の
関
連
を
比
較
分
析
す
る
こ
と
で
あ
る
。
特
に
事
務
権

限
を
移
譲
す
る
側
の
財
政
状
況
と
受
け
入
れ
る
側
の
財
政
状
況
両
方
と
も
に
健
全

な
グ
ル
ー
プ
と
両
方
と
も
に
財
政
状
況
が
厳
し
い
グ
ル
ー
プ
の
代
表
例
と
逸
脱
例

に
焦
点
を
当
て
て
、
権
限
移
譲
の
要
因
と
見
ら
れ
る
特
徴
を
確
認
す
る
。

（
16
）

（
17
）
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表 1　記述統計

変数 観察数 平均 標準偏差 最小値 最大値

権限移譲数 47 44.04 20.05 11 93
知事の得票率 47 0.74 0.16 0.40 1
知事の党派性 47 0.64 0.49 0 1
知事の年齢 47 60.74 8.52 40 75
県議会の会派構成 47 0.49 0.12 0.29 0.75
県議会の与党議席率 47 0.26 0.32 0 1
知事と市長との関係 47 9.64 6.85 0 29
市議会の与党議席率 47 0.06 0.07 0 0.39
市長の得票率 47 0.70 0.07 0.59 0.87
市長の党派性 47 10.75 7.37 0 31
市長の年齢 47 61.93 3.07 52.83 67.54
市議会の会派構成 47 0.94 0.06 0.71 1
財政状況 47 0.50 0.17 0.23 0.91
合併状況 47 0.47 0.18 0.23 0.73
大都市数 47 2.66 3.47 1 20
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（
2
）
分
析
結
果

　
統
計
推
定
か
ら
の
検
討

　

回
帰
分
析
の
結
果
を
示
す
表
2
か
ら
す
る
と
、
モ
デ
ル
1
で
は
、
権
限
移
譲
に
直
接
関
係
す
る
と
予
想
さ
れ
る
ア
ク
タ
ー
要
因
だ
け

を
投
入
し
て
権
限
移
譲
と
の
関
連
を
確
認
し
て
い
る
。
ま
ず
、
県
議
会
の
与
党
議
席
率
が
統
計
的
に
有
意
な
水
準
で
影
響
を
与
え
て
い

る
こ
と
が
特
徴
的
で
、
与
党
議
席
率
が
低
い
ほ
ど
権
限
移
譲
が
進
む
と
解
さ
れ
る
。
こ
れ
は
仮
説
3
と
整
合
的
な
結
果
で
あ
る
。
知
事

の
得
票
率
も
、
統
計
的
に
有
意
な
水
準
で
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
得
票
率
の
場
合
、
権
限
移
譲
数
と
正
の
関
係
に
あ
る

こ
と
か
ら
得
票
率
が
高
け
れ
ば
高
い
ほ
ど
権
限
移
譲
の
数
も
多
い
と
解
釈
で
き
る
。
こ
れ
は
仮
説
1
の
内
容
と
整
合
的
な
結
果
で
あ
る
。

そ
し
て
、
知
事
の
党
派
性
と
市
長
の
党
派
性
の
場
合
も
統
計
的
に
有
意
な
水
準
で
権
限
移
譲
に
対
し
て
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
が
確

認
で
き
る
。
知
事
の
場
合
、
自
民
中
心
知
事
で
あ
る
ほ
ど
権
限
移
譲
に
よ
り
積
極
的
で
あ
る
一
方
、
市
長
の
場
合
、
逆
に
自
民
中
心
市

長
で
あ
る
ほ
ど
権
限
移
譲
に
消
極
的
で
あ
る
と
解
釈
さ
れ
る
。
た
と
え
同
じ
党
派
で
あ
っ
て
も
移
譲
す
る
側
と
受
け
入
れ
る
側
の
中
で

ど
ち
ら
の
立
場
に
立
っ
て
い
る
か
に
よ
っ
て
権
限
移
譲
に
対
す
る
態
度
も
異
な
っ
て
く
る
点
に
つ
い
て
は
注
目
さ
れ
た
い
。

　

ま
た
、
県
議
会
の
会
派
構
成
も
有
意
な
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
が
、
特
に
自
民
党
の
議
席
率
が
低
い
地
域
で
あ
る
ほ
ど

権
限
移
譲
が
進
ん
で
い
る
こ
と
が
特
徴
的
で
あ
る
。
そ
し
て
、
市
長
の
党
派
性
と
同
様
に
県
議
会
に
お
い
て
保
守
系
議
員
で
あ
る
ほ
ど

権
限
移
譲
に
消
極
的
で
あ
る
。
モ
デ
ル
2
か
ら
モ
デ
ル
4
ま
で
は
こ
う
し
た
政
治
的
ア
ク
タ
ー
の
行
動
を
制
約
す
る
と
考
え
ら
れ
る
社

会
経
済
的
要
因
の
変
数
デ
ー
タ
を
逐
次
投
入
し
て
回
帰
分
析
を
行
っ
た
結
果
を
示
し
て
い
る
も
の
で
、
モ
デ
ル
5
は
両
方
の
変
数
全
て

を
一
緒
に
回
帰
分
析
に
か
け
た
結
果
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
政
治
的
要
因
に
お
い
て
は
モ
デ
ル
1
の
結
果
が
概
ね
維
持
さ
れ
て
い
る
が
、

社
会
経
済
的
要
因
の
中
で
は
統
計
的
に
有
意
な
結
果
は
得
ら
れ
な
か
っ
た
。

　

以
上
の
分
析
結
果
か
ら
、
政
治
的
要
因
と
社
会
経
済
的
要
因
の
中
で
は
政
治
的
要
因
の
ほ
う
が
、
政
治
的
要
因
の
中
で
は
事
務
権
限

（阪大法学）68（6-136）　1244〔2019. 3 〕
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表 2　権限移譲を規定する要因
モデル 1 モデル 2 モデル 3 モデル 4 モデル 5

ア　ク　タ　ー　要　因
移譲団体レベルの政治的要因

知事の得票率 0.5120**
（0.2120）

0.5418**
（0.2150）

0.4923**
（0.2167）

0.5583**
（0.2101）

0.5362**
（0.2163）

知事の党派性 －13.8410*
（6.9717）

－12.6191*
（7.1166）

－13.1559*
（7.1362）

－13.1419*
（6.8532）

－11.5351
（7.1338）

知事の年齢 －0.6830**
（0.3316）

－0.6507*
（0.3343）

－0.6710*
（0.3354）

－0.6277*
（0.3272）

－0.5905*
（0.3333）

県議会の会派構成 48.4456*
（26.1402）

52.2327*
（26.5325）

50.9260*
（26.7322）

40.8366
（26.1096）

44.9624
（27.2085）

相互作用レベルの政治的要因
県議会の与党議席率 －0.6097***

（0.2029）
－0.5751***
（0.2070）

－0.5839***
（0.2096）

－0.6053***
（0.1991）

－0.5505**
（0.2089）

知事と市長との関係 0.6313
（0.5526）

0.3954
（0.6115）

0.6860
（0.5657）

0.4193
（0.5591）

0.4348
（0.6175）

市議会の与党議席率 11.1503
（44.7887）

10.5982
（44.9028）

22.3997
（49.1730）

－30.2796
（51.4885）

－16.4312
（53.9080）

受入団体レベルの政治的要因
市長の得票率 －0.1245

（0.4039）
－0.0340

（0.4169）
－0.0925

（0.4114）
－0.0098

（0.4031）
0.0850

（0.4200）
市長の党派性 1.1123**

（0.4216）
1.0751**

（0.4246）
1.1463**

（0.4296）
0.8979**

（0.4363）
0.9185**

（0.4421）
市長の年齢 －0.7598

（0.9370）
－0.8190

（0.9416）
－0.9080

（0.9796）
－0.9881

（0.9309）
－1.3034

（0.9923）
市議会の会派構成 23.1637

（54.2405）
30.3564

（54.9446）
24.5295

（54.8103）
32.1414

（53.5189）
37.5276

（54.6073）
環　境　要　因

県内市町村の財政状況 17.6085
（19.3419）

3.7771
（20.9731）

合併状況 10.9439
（18.7973）

19.7665
（19.7733）

大都市数 1.7675
（1.1457）

2.0385
（1.3169）

_cons 49.4786
（77.0211）

27.0548
（81.0439）

47.4045
（77.8405）

46.0222
（75.5792）

36.9362）
（80.5704）

R2
Adj－R2
N

0.4730
0.3074

47

0.4856
0.3040

47

0.4782
0.2941

47

0.5075
0.3337

47

0.5249
0.3170

47
注 1 ）STATA14の OLSregression を用いて行っている。
注 2 ）括弧内は標準誤差。*** は 1 ％水準、** は 5 ％水準、* は10％水準で係数が統計的に有意

であることを示す。
注 3 ）「首長の党派性」は自民中心＝ 0 、非自民中心＝ 1 、市長の党派性は非自民中心市長の数。
注 4 ）「議会の与党議席率」は首長を推薦・支持した政党の議席の合計／総数。 「議会の会派構

成」は 1 －自民党／総数。
注 5 ）「知事と市長との関係」は党派性が一致する場合 1 、不一致の場合 0 で計算。
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を
受
け
入
れ
る
側
よ
り
も
移
譲
す
る
側
の
政
治
的
要
因
が
よ
り
多
く
影
響
を

与
え
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
概
し
て
い
え
ば
、
都
道
府
県
の
知

事
が
ど
の
よ
う
な
特
徴
を
持
っ
て
い
る
か
が
ま
ず
注
目
す
べ
き
点
で
、
さ
ら

に
知
事
と
県
議
会
が
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
も
重
要
な
要
因
と
し
て

考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
う
し
た
統
計
分
析
の
結
果
だ
け
を
見
て
環
境
要

因
は
影
響
を
与
え
て
い
な
い
と
断
言
す
る
前
に
、
財
政
状
況
を
も
と
に
四
七

都
道
府
県
を
分
類
し
た
う
え
で
、
そ
の
中
か
ら
特
徴
的
な
事
例
を
抽
出
し
て

比
較
分
析
を
行
う
。

財
政
比
較
か
ら
の
検
討

　

表
3
は
都
道
府
県
の
財
政
状
況
に
よ
る
分
類
を
示
し
て
い
る
も
の
で
、
移

譲
団
体
の
財
政
力
指
数
を
も
と
に
平
均
以
上
と
平
均
未
満
に
分
け
る
と
同
時

に
、
各
都
道
府
県
が
抱
え
て
い
る
市
町
村
の
財
政
力
指
数
の
平
均
値
を
基
準

に
し
て
ま
た
平
均
以
上
の
地
域
と
平
均
未
満
の
地
域
に
分
け
て
い
る
。
こ
こ

で
注
目
し
た
い
の
は
移
譲
団
体
の
財
政
状
況
と
受
入
団
体
の
財
政
状
況
が
両

方
と
も
に
健
全
な
グ
ル
ー
プ
と
、
逆
に
両
方
と
も
に
財
政
状
況
が
厳
し
い
グ

ル
ー
プ
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
正
反
対
の
特
徴
を
持
つ
グ
ル
ー
プ
間
で
も
共

通
す
る
点
が
見
つ
か
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
も
ま
た
権
限
移
譲
に
影
響
を
与

（阪大法学）68（6-138）　1246〔2019. 3 〕

表 3　財政状況による分類

都道府県（移譲団体）

平均以上 平均未満

市
町
村
（
受
入
団
体
）

平
均
以
上

グループＡ（18） グループＣ（1）

宮城県、茨城県、栃木県、群馬県、
埼玉県、千葉県、東京都、岐阜県、
静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、
京都府、大阪府、兵庫県、広島県、
福岡県、神奈川県

岡山県

平
均
未
満

グループＢ（8） グループＤ（20）

新潟県、福山県、石川県、福井県、
山梨県、山口県、香川県、佐賀県

北海道、青森県、岩手県、秋田県、
山形県、福島県、長野県、奈良県、
鳥取県、島根県、徳島県、愛媛県、
高知県、長崎県、熊本県、大分県、
宮崎県、沖縄県、鹿児島県、和歌山県

出典）財政力指数（総務省 2013）に基づいて筆者作成。
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え
る
可
能
性
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

図
2
か
ら
は
、
財
政
状
況
が
健
全
な
グ
ル
ー
プ
に
お
い
て

権
限
移
譲
が
多
く
進
ん
で
い
る
と
こ
ろ
も
あ
れ
ば
、
ほ
と
ん

ど
進
ん
で
い
な
い
と
こ
ろ
も
あ
る
こ
と
が
ま
ず
一
つ
確
認
で

き
て
、
こ
れ
に
該
当
す
る
の
が
そ
れ
ぞ
れ
静
岡
県
と
京
都
府

で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
両
方
と
も
に
財
政
状
況
が
厳
し
い

グ
ル
ー
プ
の
中
に
お
い
て
も
権
限
移
譲
が
進
ん
で
い
る
と
こ

ろ
も
あ
れ
ば
、
ほ
と
ん
ど
進
ん
で
い
な
い
と
こ
ろ
も
あ
る
こ

と
が
確
認
で
き
て
、
こ
れ
に
該
当
す
る
の
が
北
海
道
と
高
知

県
で
あ
る
。
こ
う
し
た
四
つ
の
道
府
県
を
政
治
的
要
因
と
社

会
経
済
的
要
因
の
デ
ー
タ
に
基
づ
い
て
比
較
す
る
と
表
4
の

通
り
で
あ
る
。

　

表
4
か
ら
は
、
政
治
要
因
と
し
て
は
市
長
の
党
派
性
と
県

議
会
の
与
党
議
席
率
が
仮
説
の
内
容
と
お
お
む
ね
整
合
的
で

あ
る
こ
と
が
分
か
る
一
方
、
環
境
要
因
に
お
い
て
は
、
財
政

力
指
数
と
広
域
連
携
の
利
用
件
数
を
始
め
と
す
る
複
数
の
項

目
に
お
い
て
権
限
移
譲
と
の
関
連
が
見
ら
れ
る
。
た
だ
し
、

こ
こ
で
環
境
要
因
が
多
く
関
連
す
る
よ
う
な
結
果
と
な
る
の

（
18
）
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図 2　財政状況による分類と権限移譲
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【グループＡにおける典型例と逸脱例】

財政状況が良くて権限移譲も多い例：静岡県
財政状況が良くても権限移譲は少ない例：京都府

【グループDにおける典型例と逸脱例】

財政状況が悪くても権限移譲も多い例：北海道
財政状況が悪くて権限移譲は少ない例：高知県

出典）「地方分権改革の実態調査結果」（内閣府2014：42）と財政力指数（総務省2013）をもと
に筆者作成。
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表 4　財政状況による分類からの比較

静岡県 京都府 北海道 高知県

権限移譲数 93 15 76 19

政
治
的
要
因

知事の得票率 72.6 69.0 69.4 100.0

知事の党派性 1 1 0 0

知事の年齢 66 60 60 47

県議会の会派構成 49.28 58.33 57.69 66.67

県議会の与党議席率 0 8 42 100

知事と市長との関係 17 7 4 5

市議会の与党議席率 4.3 15.63 6.03 2.51

市長の得票率 63.70 65.09 77.83 64.51

市長の党派性 17 7 31 6

市長の年齢 62 64 60 60

市議会の会派構成 95.31 92.92 90.83 97.25

社
会
経
済
的
要
因

県側の財政力指数 0.68 0.55 0.39 0.23

市町村の財政力指数 0.79 0.54 0.25 0.23

合併の進捗率 52.70 40.90 15.60 35.80

広域連携 358 72 420 119

市町村数 35 26 179 34

大都市数 4 1 3 1

人口（人）

都道府県（a） 3,765,007 2,636,092 5,506,419 764,456

中心都市（b） 716,197 1,474,015 1,913,545 343,393

割合（b/a） 0.19 0.56 0.35 0.45

面積（km2）

都道府県（c） 7,255 4,613 83,457 7,105

中心都市（d） 1,412 828 1,121 309

割合（d/c） 0.19 0.18 0.01 0.04

注 1 ）「首長の党派性」は自民中心＝ ０ 、非自民中心＝ １ 、市長の党派性は非自
民中心市長の数。

注 2 ）「議会の与党議席率」は首長を推薦・支持した政党の議席の合計／総数。 
「議会の会派構成」は １ －自民党／総数。　

注 3 ）「知事と市長との関係」は党派性が一致する場合 １ 、不一致の場合 ０ で計
算。



分権改革が地方政府間関係に与える影響　

は
環
境
要
因
の
中
で
も
特
に
注
目
す
べ
き
要
因
で
あ
る
財
政
状
況
に
フ
ォ
ー
カ
ス
し
た
点
に
起
因
す
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
は
否
定
で

き
な
い
。
し
か
し
、
た
と
え
環
境
要
因
の
デ
ー
タ
を
も
と
に
抽
出
し
た
事
例
を
比
較
し
て
も
統
計
分
析
の
結
果
と
同
じ
関
連
性
が
確
認

さ
れ
る
政
治
要
因
の
場
合
、
そ
の
重
要
性
が
再
び
確
認
で
き
た
と
い
え
よ
う
。

六　

お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
分
権
改
革
が
地
方
政
府
間
関
係
に
与
え
る
影
響
を
分
析
す
る
た
め
に
都
道
府
県
か
ら
市
町
村
へ
の
権
限
移
譲
に
見
ら
れ
る

バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
政
治
的
要
因
と
社
会
経
済
的
要
因
に
基
づ
い
て
仮
説
を
設
定
し
、
検
証
を
行
っ
た
。
分
析
の
結
果
、
政
治
的
要
因

に
お
い
て
は
主
に
移
譲
団
体
レ
ベ
ル
の
要
因
が
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
中
で
、
受
入
団
体
レ
ベ
ル
で
は
首
長
の
党
派
性
が
、
相
互

作
用
レ
ベ
ル
で
は
移
譲
団
体
の
首
長
と
議
会
と
の
関
係
が
重
要
な
要
因
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
一
方
、
社
会
経
済
的
要
因

の
中
で
は
統
計
的
に
有
意
な
影
響
を
与
え
る
も
の
は
な
か
っ
た
も
の
の
、
財
政
状
況
に
焦
点
を
絞
っ
た
上
で
、
特
徴
的
な
地
域
間
の

デ
ー
タ
を
比
較
分
析
し
た
場
合
に
は
、
追
加
の
議
論
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　

本
稿
で
得
ら
れ
た
知
見
は
次
の
よ
う
な
意
義
を
持
つ
。
第
一
に
、
日
本
の
地
方
分
権
改
革
に
関
す
る
研
究
に
お
い
て
従
来
の
「
国
レ

ベ
ル
の
政
治
過
程
」
や
「
国
か
ら
地
方
へ
」
と
い
う
枠
で
の
議
論
か
ら
、
さ
ら
に
も
う
一
歩
進
め
て
都
道
府
県
と
市
町
村
の
間
で
の
分

権
論
を
展
開
し
た
こ
と
で
あ
る
。「
地
方
内
分
権
」
に
注
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
分
権
改
革
の
影
響
が
地
域
住
民
の
近
距
離
に
あ
る
基

礎
自
治
体
に
ま
で
実
際
に
ど
の
よ
う
な
形
で
伝
わ
っ
て
お
り
、
そ
の
中
に
は
ど
の
よ
う
な
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
存
在
し
、
そ
の
理
由
は

何
か
と
い
う
議
論
に
ま
で
分
析
の
視
点
を
広
げ
た
点
に
貢
献
が
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
今
後
新
し
い
地
方
自
治
制
度
の
再
編
が
ど
の
よ

う
な
形
に
な
る
の
か
、
そ
の
具
体
的
な
メ
ル
ク
マ
ー
ル
を
予
想
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

第
二
に
、
特
に
地
方
レ
ベ
ル
の
権
限
移
譲
に
対
す
る
態
度
の
違
い
を
主
に
党
派
性
に
基
づ
い
て
説
明
し
て
い
る
点
は
新
し
い
ア
プ
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ロ
ー
チ
で
あ
る
と
考
え
る
。
地
方
政
府
を
取
り
巻
く
環
境
だ
け
で
は
最
終
的
な
政
策
選
択
の
意
思
決
定
ま
で
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
。
例
え
、
権
限
移
譲
に
良
い
環
境
が
整
っ
て
い
て
も
権
限
移
譲
が
あ
ま
り
進
ま
な
い
場
合
も
あ
れ
ば
，
逆
に
厳
し
い
状
況
で
あ
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
積
極
的
に
進
ん
で
い
る
地
域
も
あ
る
。
や
は
り
政
策
選
択
を
決
め
る
政
治
的
ア
ク
タ
ー
の
役
割
が
欠
か
せ
な
い
と
予
想

で
き
る
。

　

最
後
に
今
後
の
課
題
に
つ
い
て
述
べ
る
と
、
ま
ず
本
稿
で
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
政
策
分
野
の
事
務
権
限
が
移
譲
さ
れ
て
い
る
の

か
、
権
限
移
譲
の
質
的
側
面
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
触
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
本
研
究
で
は
主
に
結
果
的
な
側
面
だ
け
に
注
目
し
て
い

る
が
、
最
終
的
に
移
譲
事
務
が
決
定
す
る
際
に
は
ど
の
よ
う
な
利
害
関
係
か
ら
意
思
決
定
が
行
わ
れ
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
も

必
要
で
あ
ろ
う
。

【
付
記
】
本
稿
に
つ
い
て
貴
重
な
コ
メ
ン
ト
を
頂
い
た
匿
名
の
査
読
者
三
名
の
方
に
感
謝
申
上
げ
ま
す
。

た
だ
し
、
本
稿
で
は
観
察
可
能
な
デ
ー
タ
を
中
心
に
分
析
を
行
う
た
め
、
職
員
レ
ベ
ル
の
特
徴
を
示
す
変
数
は
取
り
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
点
に
つ
い
て
は
予
め
留
意
さ
れ
た
い
。

本
稿
で
は
首
長
の
政
治
的
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
代
理
変
数
と
し
て
得
票
率
を
用
い
る
。

具
体
的
に
、
経
済
的
な
側
面
を
重
視
す
る
保
守
勢
力
は
公
共
財
の
効
率
的
な
生
産
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
を
理
由
に
分
権
改
革
に
賛
成
す
る
の

に
対
し
て
、
革
新
勢
力
は
分
権
改
革
が
富
の
再
分
配
を
妨
げ
る
こ
と
を
理
由
に
反
対
す
る
。

た
だ
し
、
た
と
え
同
じ
党
派
性
を
持
っ
て
い
る
と
し
て
も
、
そ
の
ア
ク
タ
ー
が
移
譲
団
体
の
立
場
を
よ
り
重
視
し
て
行
動
す
る
の
か
、
受
入

団
体
の
立
場
を
優
先
的
に
考
え
て
行
動
す
る
の
か
に
よ
っ
て
態
度
が
異
な
る
と
予
想
さ
れ
る
点
に
つ
い
て
は
注
意
さ
れ
た
い
。
例
え
ば
、
一
口
に

議
会
と
い
っ
て
も
実
際
に
議
会
を
構
成
し
て
い
る
県
議
員
個
々
人
が
ど
ち
ら
の
立
場
を
代
表
し
て
い
る
か
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
理
解
す
る
必
要

が
あ
る
。
一
見
す
る
と
、
県
議
会
議
員
と
い
え
ば
主
な
活
動
の
場
が
県
議
会
だ
か
ら
県
側
の
立
場
と
一
緒
で
は
な
い
か
と
考
え
が
ち
で
あ
る
が
、

（
1
）

（
2
）

（
3
）

（
4
）
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分権改革が地方政府間関係に与える影響　

政
治
家
の
目
的
の
中
で
第
一
に
挙
げ
ら
れ
る
の
が
「
再
選
」
で
あ
る
点
を
踏
ま
え
る
（Fenno 1973

）
と
、
選
出
さ
れ
た
選
挙
区
の
利
益
を
代

表
し
て
活
動
す
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
た
と
え
県
議
会
の
構
成
員
で
あ
る
と
し
て
も
県
議
員
個
々
人
に
と
っ
て
は
（
広
域
自
治

体
と
し
て
の
）
県
よ
り
（
選
挙
区
の
主
な
区
分
単
位
と
な
る
）
基
礎
自
治
体
の
方
を
、
す
な
わ
ち
自
分
た
ち
を
議
員
と
し
て
選
ん
で
く
れ
る
市
町

村
の
利
益
を
よ
り
優
先
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
う
し
た
点
か
ら
す
る
と
、
市
長
の
党
派
性
と
同
様
に
県
議
会
に
お
い
て
も
保
守
系
議
員

で
あ
る
ほ
ど
権
限
移
譲
に
消
極
的
で
あ
る
と
予
想
で
き
る
。

南
（
二
〇
一
四
、
六
五
頁
）
に
よ
れ
ば
、
地
方
分
権
を
進
め
る
か
否
か
は
中
央
政
府
と
地
方
政
府
の
間
の
政
策
選
好
の
距
離
に
よ
っ
て
決
ま

る
た
め
、
中
央
政
府
と
地
方
政
府
の
間
の
政
策
選
好
が
近
い
と
き
、
権
限
と
財
源
を
移
譲
す
る
場
合
が
あ
り
、
こ
の
際
に
中
央
政
府
と
地
方
政
府

と
の
政
策
選
好
の
距
離
は
、
両
者
間
の
党
派
的
関
係
か
ら
把
握
で
き
る
も
の
で
、
党
派
性
が
一
致
す
れ
ば
政
策
選
好
も
近
い
と
い
う
。

最
初
の
デ
ー
タ
収
集
段
階
に
お
い
て
は
首
長
間
の
関
係
の
良
し
悪
し
を
選
挙
時
の
支
持
の
有
無
か
ら
確
認
す
る
た
め
に
選
挙
管
理
委
員
会

（
大
阪
市
、
堺
市
、
箕
面
市
、
京
都
市
、
神
戸
市
、
大
津
市
、
和
歌
山
市
、
徳
島
市
、
鳥
取
市
等
）
に
依
頼
し
て
近
年
行
わ
れ
た
選
挙
の
「
選
挙

公
報
」
も
検
討
し
た
が
、
地
域
に
よ
っ
て
又
は
候
補
者
に
よ
っ
て
一
貫
し
た
デ
ー
タ
セ
ッ
ト
を
構
築
す
る
の
が
困
難
な
た
め
、
こ
の
デ
ー
タ
を
利

用
す
る
こ
と
は
断
念
し
、
党
派
性
の
一
致
・
不
一
致
だ
け
を
用
い
る
こ
と
に
し
た
。

地
方
議
会
に
お
け
る
与
党
議
席
率
が
高
い
方
が
条
例
制
定
に
お
い
て
よ
り
有
利
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
を
持
つ
こ
と
も
十
分
予
想
さ
れ
る
。

た
だ
し
、
日
本
に
お
け
る
地
方
議
会
の
現
状
を
踏
ま
え
て
考
え
る
と
、
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
。
地
方
議
会
の
活
動
に
関
し
て
は
「
ラ
バ
ー
ス

タ
ン
プ
」
と
揶
揄
さ
れ
る
よ
う
に
地
方
政
府
（
首
長
）
の
提
案
を
通
過
さ
せ
る
だ
け
の
機
関
に
な
っ
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
実
質
的
に

拒
否
権
プ
レ
ー
ヤ
ー
と
し
て
の
役
割
は
大
き
く
な
く
、
ほ
ぼ
形
式
的
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
議
会
に
お
け
る
同
意
権
を
持
っ
て

い
る
か
ら
地
方
議
会
と
の
関
係
を
重
視
す
る
と
い
う
よ
り
は
、
選
挙
で
の
利
害
関
係
が
あ
る
か
ど
う
か
の
観
点
か
ら
首
長
と
議
会
と
の
関
係
を
理

解
す
る
こ
と
が
よ
り
合
理
的
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
単
に
議
決
権
を
得
る
こ
と
だ
け
を
考
慮
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
与
党
議
席
率
が
高
い
方
が
新

し
い
政
策
を
進
め
る
の
に
よ
り
有
利
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
現
実
的
に
地
方
議
会
の
機
能
不
全
状
態
を
踏
ま
え
て
考
え
る
と
別
の
説
明
が
必

要
と
な
る
。
権
限
移
譲
に
関
し
て
も
同
様
に
、
単
に
議
会
で
の
同
意
を
得
ら
れ
る
か
得
ら
れ
な
い
か
を
重
視
す
る
の
で
は
な
く
、
利
害
関
係
と
し

て
選
挙
で
の
支
持
有
無
を
前
提
に
し
た
場
合
に
ど
う
な
の
か
を
考
慮
し
た
方
が
よ
り
合
理
的
で
、
こ
う
し
た
ロ
ジ
ッ
ク
に
従
え
ば
議
会
に
お
い
て

与
党
議
席
率
の
低
い
方
（
す
な
わ
ち
、
選
挙
で
の
利
害
関
係
で
縛
ら
れ
て
い
な
い
方
）
が
よ
り
積
極
的
に
権
限
移
譲
の
政
策
選
択
に
乗
り
出
す
こ

と
が
可
能
で
あ
る
と
予
想
さ
れ
る
。

（
5
）

（
6
）

（
7
）
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す
な
わ
ち
、
若
い
首
長
で
あ
る
ほ
ど
過
去
の
遺
産
に
と
ら
わ
れ
る
可
能
性
が
低
い
点
か
ら
す
る
と
、
よ
り
新
し
い
政
策
転
換
を
行
う
可
能
性

が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
首
長
の
個
人
属
性
を
示
す
変
数
と
し
て
年
齢
を
用
い
た
実
証
分
析
と
し
て
は
河
村
（
二
〇
〇
八
）、
小
林･

中

谷･

金
（
二
〇
〇
八
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

事
務
権
限
を
移
譲
す
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
そ
れ
に
見
合
う
税
財
源
が
確
保
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
移
譲
さ
れ
た
事
務
権
限
は
現
実
的
な
意
味

を
欠
い
て
し
ま
う
。
す
な
わ
ち
、
事
務
権
限
が
あ
る
と
し
て
も
、
ど
の
水
準
ま
で
力
を
入
れ
る
か
は
、
各
自
治
体
の
財
政
力
の
総
枠
の
中
で
比
較

考
量
し
て
決
め
る
わ
け
で
、
財
源
が
な
け
れ
ば
執
行
水
準
が
著
し
く
低
下
し
て
し
ま
う
。
そ
の
意
味
で
は
、
持
て
る
財
政
資
源
に
従
っ
て
事
務
権

限
が
行
使
さ
れ
る
度
合
い
が
変
化
し
、
財
源
措
置
が
仕
事
の
濃
淡
を
決
め
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
分
権
改
革
の
受
け
皿
と
し
て
能
力
は
あ
る
の
か
、
地
方
分
権
を
進
め
る
の
な
ら
、
ま
ず
市
町
村
の
規
模
を
大
き
く
し
て
行
政
体
制

を
整
え
て
か
ら
だ
（
い
わ
ゆ
る｢

受
け
皿
論｣

）、
と
い
う
指
摘
が
な
さ
れ
る
理
由
で
も
あ
る
（
大
森 

二
〇
〇
二
、
四
三
─
六
一
頁
）。

本
稿
で
は
地
域
間
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
（
地
方
の
中
で
も
具
体
的
に
ど
こ
に
ど
れ
だ
け
の
権
限
が
移
譲
さ
れ
て
い
る
の
か
）
に
注
目
す
る
点

か
ら
「
都
道
府
県
別
の
移
譲
状
況
」
に
フ
ォ
ー
カ
ス
す
る
。

受
入
団
体
の
政
治
的
要
因
に
関
す
る
デ
ー
タ
に
つ
い
て
は
主
に
八
一
三
市
の
市
長
と
議
会
の
デ
ー
タ
を
採
用
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
町
村
レ
ベ

ル
の
政
治
的
ア
ク
タ
ー
の
資
料
は
確
保
す
る
こ
と
自
体
が
困
難
で
、
デ
ー
タ
化
す
る
こ
と
も
難
し
い
か
ら
で
あ
る
。

具
体
的
な
値
と
し
て
は
、
相
関
係
数
は0.6
を
、
変
数
拡
大
効
果
（V

IF

）
は2.0

を
目
安
と
し
て
い
る
。

回
帰
モ
デ
ル
に
投
入
す
る
独
立
変
数
に
関
し
て
は
変
数
増
減
法
を
も
と
に
統
計
的
に
意
味
の
あ
る
変
数
を
中
心
に
選
択
し
て
い
る
（
浅
野･

矢
内 

二
〇
一
三
、
石
黒 

二
〇
〇
八
、
松
浦 

二
〇
一
〇
）。

主
な
直
近
デ
ー
タ
の
公
開
は
二
〇
一
四
年
度
、
集
計
結
果
は
そ
の
前
年
度
ま
で
の
デ
ー
タ
と
な
っ
て
い
る
（
二
〇
一
五
年
九
月
現
在
）。

因
果
推
論
に
関
し
て
は
久
米
（
二
〇
一
三
、
八
三
─
一
四
〇
頁
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

財
政
状
況
を
グ
ル
ー
プ
分
け
の
基
準
に
す
る
理
由
は
、
現
在
日
本
の
地
方
公
共
団
体
が
共
通
し
て
抱
え
て
い
る
問
題
の
中
で
も
一
番
厳
し
さ

を
増
し
て
い
る
課
題
だ
か
ら
で
あ
る
。

共
通
点
に
関
し
て
は
、
静
岡
県
と
北
海
道
、
京
都
府
と
高
知
県
を
、
相
違
点
に
関
し
て
は
静
岡
県
と
京
都
府
、
静
岡
県
と
高
知
県
、
京
都
府

と
北
海
道
、
北
海
道
と
高
知
県
の
比
較
を
注
目
さ
れ
た
い
。

（
8
）

（
9
）

（
10
）

（
11
）

（
12
）

（
13
）

（
14
）

（
15
）

（
16
）

（
17
）

（
18
）

（阪大法学）68（6-144）　1252〔2019. 3 〕



分権改革が地方政府間関係に与える影響　

参
考
文
献

浅
野
正
彦
・
矢
内
勇
生
（
二
〇
一
四
）『Stata

に
よ
る
計
量
政
治
学
』
オ
ー
ム
社
。

石
黒
格
（
二
〇
〇
八
）『Stata

に
よ
る
社
会
調
査
デ
ー
タ
の
分
析
─
入
門
か
ら
応
用
ま
で
』
北
大
路
書
房
。

市
川
喜
崇
（
二
〇
一
一
）「
市
町
村
総
合
行
政
主
体
論
と
「
平
成
の
大
合
併
」」
小
原
隆
治
・
寄
本
勝
美
（
編
）『
新
し
い
公
共
と
自
治
』
コ
モ
ン
ズ
、

三
三
九
─
三
七
三
頁
。

─
─
─
─
（
二
〇
一
三
）「
都
道
府
県
に
よ
る
市
町
村
の
「
補
完
」
を
考
え
る
」『
都
市
と
ガ
バ
ナ
ン
ス
』
第
二
〇
号
、
二
七
─
三
四
頁
。

伊
藤
敏
安
（
二
〇
一
一
）「
道
府
県
か
ら
市
町
村
へ
の
権
限
移
譲
と
財
政
的
地
方
政
府
間
関
係
」『
地
域
経
済
研
究
』
第
二
二
号
、
三
─
二
一
頁
。

伊
藤
正
次
（
二
〇
〇
八
）「
国
に
よ
る
「
上
か
ら
」
の
分
権
改
革
─
コ
ア
・
エ
グ
ゼ
ク
テ
ィ
ブ
の
変
動
と
「
併
発
型
」
改
革
の
展
開
」
森
田
朗
・
田

口
一
博
・
金
井
利
之
（
編
）『
分
権
改
革
の
動
態
』
東
京
大
学
出
版
会
、
十
七
─
四
〇
頁
。

大
森
彌
（
二
〇
〇
二
）『
分
権
改
革
と
地
方
議
会
』
ぎ
ょ
う
せ
い
。

─
─
─
─
（
二
〇
〇
三
）「
第
一
次
分
権
改
革
の
効
果｣

『
レ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
第
三
三
号
、
八
─
二
五
頁
。

河
村
和
徳
（
二
〇
〇
八
）『
現
代
日
本
の
地
方
選
挙
と
住
民
意
識
』
慶
應
義
塾
大
学
出
版
。

門
脇
康
太
（
二
〇
一
六
）「
自
治
体
分
権
と
知
事
：
事
務
処
理
特
例
制
度
の
分
析
」『
資
本
と
地
域
』
第
一
二
号
、
一
─
二
一
頁
。

金
井
利
之
（
二
〇
一
〇
）「
自
治
体
へ
の
事
務
権
限
の
移
譲
と
分
権
改
革｣

『
都
市
問
題
研
究
』
第
六
二
号
（
一
）、
九
四
─
一
〇
七
頁
。

北
村
亘
（
二
〇
〇
〇
）｢

機
関
委
任
事
務
制
度
廃
止
の
政
治
過
程
─
も
う
一
つ
の
解
釈
の
可
能
性
─｣

『
甲
南
法
学
』
第
四
〇
号
（
三･

四
）、
四
七

三
─
五
二
六
頁
。

─
─
─
─
（
二
〇
〇
四
）｢

三
位
一
体
改
革
の
政
治
過
程｣

『
甲
南
法
学
』
第
四
五
号
（
三･

四
）、
三
四
一
─
三
九
八
頁
。

─
─
─
─
（
二
〇
〇
七
）｢

三
位
一
体
改
革
と
全
国
知
事
会｣

『
法
學
雜
誌
』
第
五
四
号
（
二
）、
九
一
三
─
九
六
〇
頁
。

─
─
─
─
（
二
〇
一
〇
）｢

地
方
分
権
改
革
と
基
礎
自
治
体
の
財
政
認
識｣
『
阪
大
法
学
』
第
六
〇
号
（
三
）、
五
二
五
─
五
四
六
頁
。

木
寺
元
（
二
〇
〇
八
）「
機
関
委
任
事
務
の
「
廃
止
」
と
地
方
六
団
体
─｢
ア
イ
デ
ィ
ア
の
回
路｣

と｢

政
治
の
回
路｣

の
視
点
か
ら
─｣

『
公
共
政

策
研
究
』
第
七
号
、
一
一
七
─
一
三
一
頁
。

久
米
郁
男
（
二
〇
一
三
）『
原
因
を
推
論
す
る
─
政
治
分
析
方
法
論
の
す
ゝ
め
』
有
斐
閣
。

小
林
良
彰
・
金
宗
郁
・
中
谷
美
穂
（
二
〇
〇
八
）『
地
方
分
権
時
代
の
市
民
社
会
』
慶
応
義
塾
大
学
出
版
会
。

（阪大法学）68（6-145）　1253〔2019. 3 〕



論　　　説

財
団
法
人
日
本
都
市
セ
ン
タ
ー
（
二
〇
〇
八
）『
分
権
型
社
会
の
都
市
行
政
と
組
織
改
革
に
関
す
る
調
査
研
究
─
市
役
所
事
務
機
構
ア
ン
ケ
ー
ト
調

査
結
果
報
告
─
』
財
団
法
人
日
本
都
市
セ
ン
タ
ー
。

砂
原
庸
介
（
二
〇
〇
八
）｢

中
央
政
府
の
財
政
再
建
と
地
方
分
権
改
革｣

『
公
共
政
策
研
究
』
第
七
号
、
一
三
二
─
一
四
四
頁
。

─
─
─
─
（
二
〇
一
一
）『
地
方
政
府
の
民
主
主
義
』
有
斐
閣
。

曽
我
謙
悟
（
二
〇
〇
〇
）｢

地
方
分
権
改
革
を
め
ぐ
る
二
つ
の
な
ぜ:

そ
の
必
要
性
と
実
現
性｣

『
地
方
分
権
改
革
』
法
律
文
化
社
、
二
三
─
四
〇
頁
。

─
─
─
─
（
二
〇
一
三
）「
都
道
府
県
議
会
議
員
か
ら
見
た
県
連
組
織
：
サ
ー
ベ
イ
調
査
か
ら
の
知
見
」
建
林
正
彦
（
編
）『
政
党
組
織
の
政
治
学
』

東
洋
経
済
新
報
社
、
三
一
─
五
一
頁
。

曽
我
謙
悟･

待
鳥
聡
史
（
二
〇
〇
五
）｢

無
党
派
知
事
下
の
地
方
政
府
に
お
け
る
政
策
選
択
：
一
九
九
〇
年
代
以
降
に
お
け
る
知
事
要
因
と
議
会
要

因｣

『
年
報
政
治
学
』
二
〇
〇
五
─
Ⅱ
、
二
五
─
四
六
頁
。

─
─
─
─
（
二
〇
〇
七
）『
日
本
の
地
方
政
治
─
二
元
代
表
制
政
府
の
政
策
選
択
』
名
古
屋
大
学
出
版
会
。

田
辺
国
昭
（
二
〇
〇
二
）「
地
方
財
政
の
危
機
と
改
革｣

『
年
報
行
政
研
究
』
第
三
七
号
、
二
三
─
五
九
頁
。

築
山
宏
樹
（
二
〇
一
五
ａ
）「
地
方
議
会
選
挙
の
得
票
分
析
：
議
員
行
動
と
選
挙
と
の
つ
な
が
り｣

『
年
報
政
治
学
』
二
〇
一
五
─
Ⅰ
、
二
八
三
─
三

〇
五
頁
。

内
閣
府
地
方
分
権
改
革
推
進
室
（
二
〇
一
四
）「
地
方
分
権
改
革
の
実
態
調
査
」
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
地
方
分
権
改
革
の
実
態
調
査
。

南
京
兌
（
二
〇
一
四
）『
地
方
分
権
の
取
引
費
用
政
治
学
』
木
鐸
社
。

西
尾
勝
（
二
〇
〇
七
）『
地
方
分
権
改
革
』
東
京
大
学
出
版
会
。

野
田
遊
（
二
〇
〇
七
）『
都
道
府
県
改
革
論
』
晃
洋
書
房
。

─
─
─
─
（
二
〇
一
一
）「
基
礎
自
治
体
に
お
け
る
垂
直
補
完
の
効
果
」『
年
報
行
政
研
究
』
第
四
七
号
、
一
二
六
─
一
四
三
頁
。

藤
巻
秀
夫
（
二
〇
一
一
）「
事
務
処
理
特
例
制
度
の
意
義
と
課
題
：
都
道
府
県
・
市
町
村
関
係
へ
の
影
響
」『
札
幌
法
学
』
第
二
三
号
（
一
）、
一
八

一
─
二
一
〇
頁
。

─
─
─
─
（
二
〇
一
三
）「
北
海
道
に
お
け
る
事
務
処
理
特
例
制
度
の
活
用
状
況
に
つ
い
て
」『
札
幌
法
学
』
第
二
四
号
（
二
）、
二
三
五
─
二
七
〇

頁
。

北
海
道
総
合
政
策
部
地
域
主
権
局
（
二
〇
一
三
）「
道
州
制
に
向
け
た
道
か
ら
市
町
村
へ
の
事
務
・
権
限
移
譲
方
針
」
第
二
回
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
調

（阪大法学）68（6-146）　1254〔2019. 3 〕



分権改革が地方政府間関係に与える影響　

査
報
告
書
。

松
浦
寿
幸
（
二
〇
一
〇
）『Stata

に
よ
る
デ
ー
タ
分
析
入
門
』
東
京
図
書
。

村
松
岐
夫
（
編
）（
二
〇
一
〇
）『
テ
キ
ス
ト
ブ
ッ
ク
地
方
自
治
』
東
洋
経
済
新
報
社
。

村
松
岐
夫
・
稲
継
裕
昭
（
二
〇
〇
三
）『
包
括
的
地
方
自
治
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
』
東
洋
経
済
新
報
社
。

森
田
朗
（
二
〇
〇
〇
）『
分
権
改
革
と
自
治
体
』
東
京
法
令
出
版
。

Eaton, K
ent. 2001. Political O

bstacles to D
ecentralization: Evidence from

 A
rgentina and the Philippines. D

evelopm
ent and 

Change. 32 (1): 101-127.
Eaton, K

ent. 2004. Politics Beyond the Capital: T
he D

esign of Subnational Institutions in South A
m

erica. Stanford U
niv. 

Press.
Falleti, T

ulia G. 2010. D
ecentralization and Subnational Politics in Latin A

m
erica. Cam

bridge U
niv. Press.

Fenno, Richard F., Jr. 1973. Congressm
en in Com

m
ittees. Little, Brow

n and Com
pany.

─
─
─
─. 2003. E

uropean Integration and Political Conflict. Cam
bridge U

niv. Press.
K

oichi, N
akano. 2010. Party Politics and D

ecentralization in Japan and France. Routledge.
O

ʼN
eill, K

athleen. 2005. D
ecentralizing the State: Elections, Parties, and Electoral Pow

er in the A
ndes. Cam

bridge U
niv. 

Press.
Sim

on T
oubeau and M

arkus W
agner. 2015. Explaining Party Positions on D

ecentralization. British Journal of Political Sci-
ence 45 (1): 97-119.

T
reism

an, D
aniel. 1999. Political D

ecentralization and Econom
ic Reform

: A
 Gam

e T
heoretic A

nalysis. A
m

erican Journal of 
Political Science 43 (2): 488-517. 

─
─
─
─. 2000. D

ecentralization and Inflation: Com
m

itm
ent, Collective A

ction, or Continuity? A
m

erican Political Science 
R

eview
 94 (4): 837-57.

─
─
─
─. 2002. D

ecentralization and Q
uality of Governm

ent. U
npublished m

anuscript. U
niv. of California, Los A

ngeles.

（阪大法学）68（6-147）　1255〔2019. 3 〕


